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（趣旨） 

第１条 この規程は，人間文化研究機構組織規程（人間文化研究機構規程第１号。以下「機構規程」

という。）に定めるもののほか，国立国語研究所（以下「研究所」という。）の組織及び運営につい

て，必要な事項を定めるものとする。 

 

（副所長） 

第２条 機構規程第２２条第１項の副所長は，研究推進担当及び企画調整担当として各１名を置き，

所長が指名する教授をもって充てる。 

２ 副所長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，指名する所長の任期の終期を超えることは

できない。 

３ 欠員が生じた場合の補欠の副所長の任期は，前任者の任期の残任期間とする。 

４ 所長に事故があるときはあらかじめ所長が指名する副所長がその職務を代理し，所長が欠員の

ときはその職務を行う。 

 

（研究系） 

第３条 機構規程第２２条第２項の研究系に，研究主幹を置き，所長が指名する教授をもって充てる。 

２ 研究主幹は，所長の命を受け，研究系の業務を掌理する。 

３ 研究主幹の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，指名する所長の任期の終期を超えること

はできない。 

４ 欠員が生じた場合は速やかに補充するものとし，後任の研究主幹の任期は，前任者の残任期間と

する。 

５ 前項に関わらず, やむを得ない事情により欠員とする場合, 又は研究主幹に事故があるときは,  

副所長（研究推進担当）がその職務を行う。 

 

（共同利用推進センター） 

第４条 機構規程第２２条第３項で定める共同利用推進センターに所長の命を受け同センターの業



 

務を掌理するため，センター長を置き，所長が指名する教授をもって充てる。 

センター長の任期は以下のとおりとする。 

（１）センター長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，指名する所長の任期の終期を超える

ことはできない。 

（２）欠員が生じた場合は速やかに補充するものとし，後任のセンター長の任期は，前任者の残任期

間とする。 

２ 共同利用推進センターに，所蔵する図書資料を日本語研究の共同利用に供するため，研究図書室

を置く。 

３ 共同利用推進センターに，中央資料庫の管理・整理，終了プロジェクトで利用した資料の保存を

行うため，研究資料室を置く。 

４ 共同利用推進センターの運営方針を決定するため，共同利用推進センター運営委員会を設置す

る。 

 

（次世代言語科学研究センター） 

第５条 機構規程第２２条第５項で定める次世代言語科学研究センターに所長の命を受け同センタ

ーの業務を掌理するため，センター長を置き，所長が指名する教授をもって充てる。センター長の

任期は，第５条第１項第１号及び第２号を準用する。 

２ 次世代言語科学研究センターの運営方針を決定するため，次世代言語科学研究センター運営委

員会を設置する。 

 

（所長室会議） 

第６条 研究所に，研究所の業務運営に関して特に重要な事項を審議するため，所長室会議を置く。 

 

（連絡調整会議） 

第７条 研究所に，研究所の業務運営に関する重要事項を協議し，連絡調整するために，連絡調整会

議を置く。 

 

（外部評価委員会） 

第８条 研究所に，研究所が自ら行う自己点検及び評価の検証を行うために，外部評価委員会を置く。 

 

（監査室） 

第９条 研究所に監査室を置く。 

 

（広報室） 

第１０条 研究所に広報室を置く。 

 

（国際連携室） 

第１１条 研究所に国際連携室を置く。 

 

（情報基盤室） 

第１２条 研究所に情報基盤室を置く。 

 

（ＩＲ推進室） 

第１３条 機構規程第２２条第６項のＩＲ推進室については，別に定める。 



 

 

（特別補佐） 

第１４条 所長は研究主幹及びセンター長を特別に補佐する必要が生じた場合，研究系及びセンタ

ーに特別補佐を置くことができる。 

２ 特別補佐は，所長の指名する者をもって充てる。 

３ 特別補佐の任期は２年以内とし，再任を妨げない。ただし，指名する所長の任期の終期を超える

ことはできない。 

 

（管理部） 

第１５条 機構規程第２２条第２項第７号の管理部に，その所掌事務を分掌させるため，次の各号に

掲げる課を置く。 

（１）総務課 

（２）財務課 

（３）研究推進課 

２ 管理部及び課に，それぞれ部長及び課長を置き，事務職員をもって充てる。 

３ 部長は，部の事務を掌理する。 

４ 課長は，課の事務を掌理する。 

 

（その他） 

第１６条 第３条から第１５条に定める組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

１ この規程は，平成２１年１０月１日から施行する。 

２ 第２条第２項，第４条第３項及び第５条第３項の規定にかかわらず，この規程が施行されてか

ら最初の当該者の任期は，平成２４年３月３１日までとする。 

附 則 

この規程は，平成２２年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

２ 国立国語研究所学術推進・国際展開企画会議規程（国語研規程第５２号）は廃止する。 

附 則 

１ この規程は，平成２７年１０月１日から施行する。 

２ 第２条第２項，第４条第３項及び第５条第３項の規定にかかわらず，平成２７年１０月１日に

任命された副所長，研究系長及びセンター長の任期は，平成２８年３月３１日までとする。 

附 則 

１ この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

２ 国立国語研究所の組織に関する特別規程（国語研規程第１０号）は廃止する。 

附 則 

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則 



 

この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和６年４月１０日から施行し，令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，令和６年８月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和７年６月１１日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，令和８年４月１日から施行する。 

 


